
連結納税制度の選択
～グループ法人税制との比較と導入時のポイント～

１
�
は
じ
め
に

平
成
２２
年
度
の
税
制
改
正
に

お
い
て
、
連
結
納
税
導
入
に
伴

う
子
法
人
の
欠
損
金
の
持
ち
込

み
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も

に
、
資
本
金
の
額
が
５
億
円
以

上
で
あ
る
法
人
の
１
０
０
％
子

法
人
へ
の
中
小
特
例
の
不
適
用

を
契
機
と
し
て
、
一
躍
連
結
納

税
導
入
の
機
運
が
高
ま
っ
て
き

て
い
る
。

複
数
の
企
業
で
構
成
さ
れ
る

企
業
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
、

既
に
強
制
適
用
を
受
け
て
い
る

グ
ル
ー
プ
法
人
単
体
課
税
制
度

（
以
下
「
グ
ル
ー
プ
法
人
税

制
」
と
い
う
）
と
連
結
納
税
制

度
と
の
有
利
・
不
利
を
継
続
的

に
判
定
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
連
結
納

税
制
度
と
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制

と
の
比
較
を
通
じ
つ
つ
、
そ
の

導
入
時
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
き
検

討
す
る
。

２
�
連
結
納
税
制
度
は
企
業
経
営
上
の
重
要
な
選

択
肢

連
結
納
税
と
は
連
結
納
税
グ

ル
ー
プ
内
で
の
「
損
益
の
通

算
」
で
あ
り
、
そ
の
効
果
に
よ

り
連
結
納
税
グ
ル
ー
プ
全
体
の

「
納
税
の
最
小
化
」
と
併
せ
て

「
繰
延
税
金
資
産
の
最
大
化
」

を
も
図
り
得
る
制
度
で
あ
る
。

一
方
の
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制

で
は
こ
れ
ら
の
効
果
を
得
ら
れ

る
よ
う
な
仕
組
み
は
存
在
し
な

い
。平

成
２２
年
度
税
制
改
正
前
の

連
結
納
税
制
度
で
は
連
結
納
税

開
始
前
又
は
加
入
前
の
子
法
人

の
欠
損
金
切
捨
て
が
前
提
と
な

っ
て
い
た
た
め
、
親
法
人
が
赤

字
で
子
法
人
が
黒
字
で
あ
る
な

ど
こ
の
制
度
を
有
効
活
用
し
得

る
企
業
グ
ル
ー
プ
の
タ
イ
プ
が

比
較
的
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
傾

向
が
強
か
っ
た
。

前
述
の
改
正
に
よ
っ
て
子
法

人
の
欠
損
金
の
持
ち
込
み
制
限

が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
連

結
納
税
導
入
時
の
デ
メ
リ
ッ
ト

が
改
善
さ
れ
、
広
く
一
般
に
普

及
し
得
る
よ
う
な
仕
組
み
に
近

づ
い
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
ら
た
め
て
現
在
の
企
業
形

態
の
受
け
皿
と
税
制
の
取
扱
い

と
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

①

親
法
人
の
支
店
（
単
体
納

税
制
度
）

②

１
０
０
％
未

満

子

法

人

（
単
体
納
税
制
度
）

③

１
０
０
％
子
法
人
（
グ
ル

ー
プ
法
人
税
制
）

④

１
０
０
％
子
法
人
（
連
結

納
税
制
度
）

た
だ
し
、
連
結
納
税
制
度
は

内
国
法
人
を
頂
点
と
す
る
内
国

法
人
の
み
で
構
成
さ
れ
る
企
業

グ
ル
ー
プ
の
範
囲
内
を
そ
の
適

用
対
象
法
人
と
す
る
た
め
、
グ

ル
ー
プ
法
人
税
制
に
比
べ
そ
の

適
用
対
象
法
人
の
範
囲
は
狭
く

な
っ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
成
２２
年
度
税

制
改
正
で
連
結
納
税
制
度
の
承

認
申
請
期
限
が
最
初
連
結
事
業

年
度
開
始
の
日
の
「
６
月
前
の

日
」
か
ら
「
３
月
前
の
日
」
ま

で
に
短
縮
さ
れ
た
た
め
、
承
認

申
請
ま
で
の
準
備
期
間
に
余
裕

が
生
ま
れ
た
。（
法
４
の
３
）
。

と
は
い
え
、
継
続
が
前
提
の

制
度
設
計
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
入
念
な
事
前
検
討
と
慎

重
な
選
択
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

事
前
検
討
の
際
の
留
意
点
と

し
て
は
、
例
え
ば
連
結
親
法
人

の
資
本
金
が
１
億
円
以
下
で
あ

る
な
ど
連
結
納
税
グ
ル
ー
プ
と

し
て
交
際
費
等
の
定
額
控
除
限

度
額
や
軽
減
税
率
な
ど
の
中
小

特
例
が
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

あ
っ
て
も
、
連
結
納
税
グ
ル
ー

プ
全
体
で
一
社
分
が
利
用
で
き

る
に
す
ぎ
ず
、
中
小
特
例
の
効

果
は
薄
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
。ま

た
、
連
結
納
税
を
採
用
し

て
い
な
い
資
本
金
の
額
が
５
億

円
未
満
の
親
法
人
の
ケ
ー
ス
を

例
に
と
る
と
、
子
法
人
の
資
本

金
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て
中
小

特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
子
法
人
の
数
だ
け
中

小
特
例
の
効
果
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
前
述
の
連
結

親
法
人
の
資
本
金
が
１
億
円
以

下
で
あ
っ
て
も
連
結
納
税
グ
ル

ー
プ
全
体
で
一
社
分
し
か
中
小

特
例
を
利
用
で
き
な
い
連
結
納

税
を
採
用
す
る
方
が
、
む
し
ろ

不
利
と
判
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も

出
て
く
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。

３
�
連
結
納
税
制
度
の
計
算
構
造

�

全
体
計
算
項
目

連
結
納
税
を
導
入
す
る
際
に

は
、
従
来
か
ら
の
個
別
の
申
告

内
容
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
グ
ル

ー
プ
全
体
で
統
一
的
に
計
算
を

行
う
項
目
も
あ
る
た
め
、
事
前

の
検
討
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
グ

ル
ー
プ
内
を
網
羅
す
る
情
報
収

集
体
制
の
構
築
が
欠
か
せ
な

い
。連

結
納
税
制
度
の
計
算
構
造

の
特
徴
と
し
て
、
連
結
納
税
グ

ル
ー
プ
全
体
を
あ
た
か
も
一
つ

の
法
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

連
結
納
税
グ
ル
ー
プ
全
体
の
数

値
を
使
用
し
て
計
算
す
る
項

目
、
い
わ
ゆ
る
全
体
計
算
項
目

が
存
在
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。こ

の
全
体
計
算
項
目
の
例
を

示
す
と
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

①

申
告
調
整

受
取
配
当
等
の
益
金
不
算

入
、
寄
附
金
の
損
金
不
算

入
、
交
際
費
等
の
損
金
不
算

入
等

②

税
額
控
除

所
得
税
額
控
除
、
外
国
税
額

控
除
、
試
験
研
究
費
の
特
別

控
除
等

こ
れ
ら
の
全
体
計
算
項
目
の

特
徴
は
、
各
社
か
ら
提
供
さ
れ

た
デ
ー
タ
を
基
礎
と
し
た
全
体

計
算
を
グ
ル
ー
プ
全
体
で
実
行

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を

各
社
へ
個
別
に
帰
属
さ
せ
る
と

い
う
計
算
を
順
次
実
行
す
る
構

造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ

る
。こ

の
た
め
、
連
結
納
税
グ
ル

ー
プ
を
構
成
す
る
各
連
結
法
人

の
「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事

業
税
」
の
計
算
は
、
も
は
や
各

連
結
法
人
単
独
で
は
完
結
し
な

い
こ
と
に
な
る
。

�

連
結
納
税
開
始
又
は
加
入

に
伴
う
時
価
評
価

時
価
評
価
の
対
象
と
な
る
法

人
は
、
連
結
納
税
適
用
前
の
単

体
最
終
事
業
年
度
に
お
い
て
、

時
価
評
価
資
産
の
評
価
損
益
を

益
金
算
入
ま
た
は
損
金
算
入
す

る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
時
価

評
価
の
対
象
と
な
ら
な
い
法
人

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
法

６１
の
１１
①
、
６１
の
１２
①
、
令

１
２
２
の
１２
①
）
。

①

親
法
人
を
設
立
し
た
株
式

移
転
に
係
る
完
全
子
法
人

②

最
初
連
結
事
業
年
度
開
始

の
日
の
５
年
前
の
日
か
ら
継

続
し
て
完
全
支
配
関
係
が
あ

る
子
法
人

③

親
法
人
又
は
１
０
０
％
子

法
人
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

１
０
０
％
子
法
人

④

株
式
交
換
に
係
る
完
全
子

法
人
で
一
定
の
要
件
を
満
た

す
も
の

⑤

適
格
合
併
等
に
係
る
被
合

併
法
人
が
適
格
合
併
等
の
日

の
５
年
前
の
日
か
ら
継
続
し

て
保
有
し
て
い
た
１
０
０
％

子
法
人

⑥

単
元
未
満
株
式
の
買
取
り

等
に
よ
っ
て
完
全
支
配
関
係

が
生
じ
た
１
０
０
％
子
法
人

⑦

完
全
支
配
関
係
が
生
じ
た

日
以
後
２
月
以
内
に
離
脱
す

る
子
法
人

平
成
２２
年
度
税
制
改
正
で
⑦

の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
は
い

え
、
子
法
人
の
売
買
が
頻
繁
な

企
業
グ
ル
ー
プ
で
は
、
依
然
と

し
て
時
価
評
価
と
欠
損
金
の
切

捨
て
と
い
う
２
つ
の
問
題
に
直

面
し
や
す
い
傾
向
に
あ
る
た

め
、
連
結
納
税
導
入
の
検
討
に

あ
た
っ
て
は
十
分
に
留
意
さ
れ

た
い
。

�

欠
損
金

平
成
２２
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
連
結
納
税
開
始
前
又
は
加

入
前
に
生
じ
た
子
法
人
の
欠
損

金
の
う
ち
、
時
価
評
価
対
象
外

の
連
結
子
法
人
（
以
下
「
特
定

連
結
子
法
人
」
と
い
う
）
の
欠

損
金
（
以
下
「
特
定
連
結
欠
損

金
」
と
い
う
）
は
持
ち
込
み
が

可
能
と
な
っ

た
（
法
８１
の
９

②
、
③
）
。

こ
の
特
定
連
結
欠
損
金
は
、

連
結
親
法
人
同
等
法
人
の
も
の

を
除
き
、
そ
の
特
定
連
結
子
法

人
の
個
別
所
得
金
額
を
限
度
と

し
て
控
除
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
、
単
体
納
税
に
比
べ
不

利
な
点
が
改
善
さ
れ
た
と
評
価

で
き
る
。

な
お
、
連
結
納
税
制
度
は
法

人
税
だ
け
の
制
度
で
あ
る
た

め
、
住
民
税
と
事
業
税
に
つ
い

て
欠
損
金
の
切
捨
て
の
問
題
は

生
じ
な
い
。

も
っ
と
も
、
事
業
税
の
欠
損

金
に
つ
い
て
は
そ
の
固
有
の
制

度
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
た

め
、
法
人
税
の
欠
損
金
と
は
必

ず
し
も
一
致
し
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
法
人

税
、
住
民
税
、
事
業
税
の
欠
損

金
は
別
々
に
管
理
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

�

連
結
納
税
制
度
を
適
用
す

る
場
合
の
税
効
果
会
計
の
特

徴連
結
納
税
の
承
認
申
請
に
伴

い
将
来
課
税
所
得
の
見
積
額
も

変
動
す
る
結
果
、
最
初
連
結
事

業
年
度
よ
り
１
期
早
く
税
効
果

会
計
に
お
け
る
連
結
納
税
へ
の

対
応
は
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

主
な
特
徴
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
（
実
務
対
応
報
告
第
７

号
）
。

①

繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可

能
性
に
つ
い
て
は
、
法
人
税

は
単
体
だ
け
で
な
く
連
結
納

税
グ
ル
ー
プ
全
体
の
将
来
課

税
所
得
の
見
積
額
を
も
考
慮

し
、
住
民
税
と
事
業
税
は
単

体
の
将
来
課
税
所
得
の
見
積

額
で
判
断
す
る
必
要
が
あ

る
。

②

繰
越
欠
損
金
に
係
る
税
効

果
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
、

住
民
税
、
事
業
税
の
税
目
ご

と
に
計
算
す
る
必
要
が
あ

る
。

③

特
定
連
結
欠
損
金
は
そ
の

持
ち
込
ん
だ
子
法
人
で
し
か

控
除
で
き
な
い
た
め
、
そ
の

子
法
人
の
個
別
所
得
見
積
額

を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
連
結
納
税
グ
ル
ー

プ
全
体
の
所
得
が
発
生
し
な

い
限
り
特
定
連
結
欠
損
金
は

控
除
で
き
な
い
た
め
、
連
結

所
得
見
積
額
を
も
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。

４
�
お
わ
り
に

子
法
人
の
欠
損
金
の
持
ち
込

み
制
限
が
緩
和
さ
れ
連
結
納
税

導
入
に
伴
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
改

善
さ
れ
た
こ
と
で
、
損
益
の
通

算
効
果
を
発
揮
で
き
る
連
結
納

税
制
度
は
企
業
経
営
上
の
重
要

な
選
択
肢
の
一
つ
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

企
業
形
態
の
受
け
皿
と
税
制

の
取
扱
い
が
多
様
化
す
る
な

か
、
こ
の
制
度
を
有
効
活
用
し

て
い
く
た
め
に
は
、
有
利
不
利

判
定
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
着

実
な
実
施
が
不
可
欠
と
い
え

る
。こ

の
よ
う
に
、
そ
の
企
業
グ

ル
ー
プ
に
と
っ
て
最
適
な
選
択

は
何
か
を
常
に
助
言
し
続
け
る

こ
と
が
税
理
士
の
果
た
す
べ
き

役
割
と
考
え
ら
れ
る
。
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